
■
給
付
の
対
象
と
な
る
方

　

平
成
21
年
2
月
1
日
現
在
に
甲
賀

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
、
ま
た

は
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て

い
る
方
（
在
留
資
格
の
状
況
に
よ
り

支
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

■
申
請
す
る
方
、
受
給
す
る
方

　

給
付
対
象
者
の
属
す
る
世
帯
の

世
帯
主
（
外
国
人
に
つ
い
て
は
、

各
給
付
対
象
者
）
が
申
請
し
受
給

し
ま
す
。

■
給
付
額

　

給
付
対
象
者
1
人
に
つ
き
１
２
，

0
0
0
円
、
た
だ
し
、
基
準
日
に
お

い
て
65
歳
以
上
の
人
（
昭
和
19
年
2

月
2
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）
及
び

18
歳
以
下
の
人
（
平
成
2
年
2
月
2

日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
）
は
、
1
人

に
つ
き
２
0
，
0
0
0
円

■
申
請
及
び
給
付
方
法

　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、

申
請
、
受
給
し
ま
す
。
各
世
帯
主
及

び
外
国
人
給
付
対
象
者
に
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
の
で
必
要
事
項
を
記
入

の
上
提
出
く
だ
さ
い
。

①
郵
送
申
請
方
式

申
請
書
に
振
込
口
座
等
を
記
入
し
、

本
人
確
認
書
類
、
銀
行
口
座
確
認
書

類
と
と
も
に
返
信
用
封
筒
に
て
郵

送
　
　
　
　

←

口
座
振
込
に
よ
り
受
給

②
窓
口
申
請
方
式

申
請
書
に
振
込
口
座
等
を
記
入
し
、

窓
口
に
提
出
、
必
要
事
項
を
確
認

　
　
　
　

←

口
座
振
込
に
よ
り
受
給

■
①
②
に
よ
り
が
た
い
事
由
の
あ
る
場
合

③
窓
口
現
金
受
領
方
式

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
窓

口
に
提
出
、
必
要
事
項
を
確
認

　
　
　
　

←

後
日
申
請
者
に
交
付
決
定
通
知
を
郵
送

　
　
　
　

←

交
付
決
定
通
知
を
窓
口
に
持
参
し
受
給

※
申
請
受
付
後
、
約
２
〜
３
週
間
で

給
付
し
ま
す
。

■
申
請
書
の
送
付
時
期

　

4
月
9
日
（
木
）
〜
14
日
（
火
）

（
郵
便
事
情
に
よ
り
前
後
す
る
事
が
あ

り
ま
す
。）

■
申
請
書
受
付
期
間

　

4
月
15
日
（
水
）
か
ら
6
か
月
間

※
窓
口
申
請
受
付
は
水
口
庁
舎
及
び

各
支
所
で
行
い
ま
す
が
、
日
時
、

開
設
場
所
に
つ
い
て
は
申
請
書
送

付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問い合わせ
選挙管理委員会事務局　☎ 65‐0667   63‐4554

選挙の期日（投票日）　平成21年10月18日（日）

 選挙の告示日　   平成21年10月11日（日）

平成21年10月31日任期満了の
甲賀市議会議員一般選挙の期日が決まりました。

4
月
1
日
の
間
に
生
ま
れ
た
人
）

の
子
が
2
人
以
上
お
ら
れ
る
方

③
②
に
該
当
す
る
方
の
中
で
、
3
歳

か
ら
5
歳
以
下
（
平
成
14
年
4
月

2
日
か
ら
平
成
17
年
4
月
1
日
の

間
に
生
ま
れ
た
人
）
で
第
二
子
以

降
の
子

■
申
請
す
る
方
、
受
給
す
る
方

　

支
給
対
象
者
の
属
す
る
世
帯
の

世
帯
主
（
外
国
人
に
つ
い
て
は
、

各
給
付
対
象
者
）
が
申
請
し
受
給

し
ま
す
。

■
支
給
額

　

支
給
対
象
児
童
1
人
に
つ
き
３
６
，

0
0
0
円

■
申
請
及
び
支
給
方
法

　

各
世
帯
主
及
び
外
国
人
支
給
対
象

者
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。
申
請
、

支
給
の
方
法
は
定
額
給
付
金
と
同
様

で
す
。

　

申
請
受
付
後
、
約
2
〜
3
週
間
で

支
給
し
ま
す
。

※
定
額
給
付
金
と
は
別
に
対
象
世
帯

に
個
別
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

定
額
給
付
金
を
給
付
し
ま
す

子
育
て
応
援
特
別
手
当
を
支
給
し
ま
す

　

定
額
給
付
金
は
、
景
気
が
後
退
す
る
中
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
生
活

支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
各
世
帯
に
広
く
給
付
し
、
地
域
経
済
の
活
性

化
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
に
給
付
す
る
も
の
で
す
。

　

子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
、
厳
し
い
経
済
情
勢
の
中
で
、
多
子
世
帯
の

子
育
て
負
担
に
対
す
る
配
慮
と
し
て
、
手
当
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　定額給付金の給付をよそおった犯罪の発生が懸念され
ます。給付に関して、次のことにご注意ください。

●市役所や総務省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自
動預払機）の操作をお願いすることは絶対にありません。

●ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもら
うことは、絶対にできません。

●市役所や総務省などが、「定額給付金」の給付のために、手
数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

●定額給付金の受付が始まるまでは、市役
所や総務省などが市民の皆さんの世帯
構成や銀行口座番号などの個人情報を
照会することは、絶対にありません。

　ご自宅や職場などに市役所や総務省（の職員）などをか
たった電話がかかってきたら、迷わず最寄りの警察署また
は警察相談電話（＃9110）や市役所生活環境課消費生活
相談窓口（☎65‐0685）にご連絡ください。

定額給付金にからむ
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

■
支
給
の
対
象
と
な
る
方

　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

①
平
成
21
年
2
月
1
日
現
在
に
甲
賀

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
、
ま

た
は
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ

れ
て
い
る
方
（
在
留
資
格
の
状
況

に
よ
り
支
給
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
）

②
世
帯
に
3
歳
か
ら
18
歳
以
下
（
平

成
2
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
17
年

定
額
給
付
金
推
進
室

☎
6
2
-1
9
5
5 

 

6
2
-2
6
1
0

※
電
話
の
使
用
は
4
月
2
日
か
ら
と
な
り
ま
す

問
い
合
わ
せ

■
申
請
書
の
送
付
時
期

　

4
月
9
日
（
木
）
〜
14
日
（
火
）

　
（
郵
便
事
情
に
よ
り
前
後
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。）

■
申
請
書
受
付
期
間

　

4
月
15
日
（
水
）
か
ら
6
か
月
間

※
窓
口
申
請
受
付
は
水
口
庁
舎
及
び
各
支

所
で
行
い
ま
す
が
、
日
時
、
開
設
場
所

に
つ
い
て
は
申
請
書
送
付
時
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

社
会
福
祉
課　

児
童
家
庭
支
援
担
当

☎
6
5
-0
7
0
5　

 

6
3
-4
0
8
5

問
い
合
わ
せ

世帯主

世帯主
世帯にいる子ども

手当の対象になる子ども

手当の対象になる子ども

3歳から18歳以下
の子ども

3歳から18歳以下
の子ども

3歳から5歳以下
の子ども

世帯にいる子ども

2人目 3人目

1人目 2人目

4人目

3人目

1人目

Ａ
さ
ん
世
帯

Ｂ
さ
ん
世
帯

Ａ
さ
ん

Ｂ
さ
ん

3歳から5歳以下
の子ども

※第二子以降が対象となるため、この場合の対象者は1人です。

例

定額給付金・子育て応  援特別手当のお知らせ

甲賀市議会議員一般選挙期日決まる

2009.4.1 62009.4.17


